
コブシ
　コブシは、日本や韓国原産のモクレン科の樹木です。早春に真っ白できれい
な花を咲かせ、冬が明ける合図となる花です。桜と同様に葉よりも先に花が咲
きますが、開花時に1枚だけ花の下に葉を付けます。花びらの枚数は６枚。花
はとても良い香りがします。遠くから見るとサクラに似ていることから「ヒキザ
クラ」「ヤチザクラ」「シキザクラ」などと呼ばれることもあるようです。

（撮影場所　湖東支所中庭）

会員数 1,572名
（令和４年１月１日現在）

№382022.2
商工会報

［会員満足向上運動］ 商工会は 行きます 聞きます 提案します



　令和3年11月26日（金）に五個荘地区のあじさい・さくら公園において、
第９回会員親睦グラウンドゴルフ大会を開催しました。当日は、晴天に恵ま
れ会員事業所より34名の方が参加されました。また、今回の参加者の中には、
最高齢90歳の方がおられましたが、とても元気にプレーをされており、こちら
まで元気をいただきました。コロナ禍により２年ぶりの開催となりましたが、
会員同士の親睦と健康増進を図ることができ有意義な事業となりました。結
果は下記のとおりです。
　優勝：川添頼昭 氏　準優勝：早水善弘 氏　第３位：川添有里子 氏

　令和３年12月６日（月）に名神八日市カントリー倶楽部において、第７回会
員親睦チャリティーゴルフ大会を開催しました。新型コロナウイルス感染症の
影響で２年ぶりの開催となりましたが、90名の参加があり、親睦を深めながら
プレーを楽しんでいただくことができました。また、チャリティー募金93,000
円は、12月15日に永源寺中学校へ訪問し、鈴村会長と永源寺支部長の岸本筆
頭理事から成宮校長と赤松生徒会長にお渡ししました。チャリティー募金は、
商工会管内の中学校に順番に寄付をしてきましたが、今年度で管内の全中学校
へ寄付することができました。皆様のご協力に感謝申し上げます。
　ゴルフ大会の結果は、下記のとおりです。
　個人の部／  優　勝：山上泰央 氏 　準優勝：金子徳良 氏 

第３位：田中那央 氏
　団体の部／  優　勝：湖東支部    　 準優勝：永源寺支部 

第３位：蒲生支部

第９回会員親睦
グラウンドゴルフ大会

第７回会員親睦 
チャリティーゴルフ大会

令和４年　新年賀詞交歓会の中止について
　会員の皆様には、令和４年の輝かしい新春をご家族お揃
いでお迎えのこととお喜び申し上げます。日頃は、当商工
会の事業推進に格別のご支援・ご協力を賜り、厚くお礼を
申し上げます。
　さて、今年の当商工会の新年賀詞交歓会につきまして
は、東近江市長 小椋正清様、東近江市議会議長 西澤由男
様、滋賀県商工会連合会長 上西 保様、八日市商工会議所
の正副会頭様をはじめ多数のご来賓の皆様をお迎えし、例
年より規模を縮小して開催する予定で進めて参りました
が、ここに来てコロナの感染拡大が止まず、急遽正副会長
筆頭理事会議を開催し協議の結果、誠に遺憾ですが、中止
することに決定をさせていただきました。
　地域経済につきましては、新型コロナウイルス感染症に
よる厳しい状況が徐々に緩和される中で、このところ持ち
直しの動きがみられましたが、変異株オミクロンの市中感
染により、再び不透明感が拭えない状況になりました。
　国も令和４年度政府予算107兆円を閣議決定し、社会経

済活動を抑止しないでインフラ整備等を推進する中、この
２年間に亘りコロナ禍の最前線で頑張っていただいてい
る医療従事者の皆様にこれ以上の負担をかけられないと
ころまで迫られています。
　当商工会につきましては、常に小規模事業者に寄り添い
支援させていただいた結果、多くの新規会員さんが加入し
ていただきました。これからも八日市商工会議所様と共に
東近江市にとってなくてはならない経済団体組織として
国・県の施策を活用し、市政発展のため、また、小規模事業
者の良きパートナーとして共に歩んで参りますので、皆様
のあたたかいご支援ご協力をお願い申し上げます。
　今年は、36年に１回の五黄の寅で運気の良い年だとさ
れていますので、コロナ禍の中にあっても先を見据えて果
敢に挑戦する年にしたいとも思っております。この１年間
が皆様方にとって良き年になることをご祈念申し上げ、中
止のお知らせとさせていただきます。
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青年部 女性部
①11月24日(水)　第1弾『ビジネスセミナー』を開催
　犬上郡豊郷町にて㈱市川農場の代表取締役市川健治氏を
講師に招き、滋賀県で活躍する経営者に学ぶビジネスセミ
ナーの第１弾を開催しました。サラリーマンを退職し、個人
事業からスタートしてどんどん業績を拡大させ、今や高付加
価値作物の海外輸出まで手掛けるようになった市川氏のビ
ジネスに対する姿勢や秘訣を講演いただき、大変参考になり
ました。
②1月21日(金)　第2弾『ビジネスセミナー』を開催
　大津市にて税理士・行政書士事務所を経営するかたわら、
大学講師やラジオコメンテーターもされている税理士・行政
書士の小川宗彦氏を講師に招き、滋賀県で活躍する経営者に
学ぶビジネスセミナーの第２弾を開催しました。新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止の観点から、ＧＷＳ（グーグルワー
クスペース：グーグルが提供するオンライン会議や共有スケ
ジュール管理等に活用できるビジネスツール）を活用した完
全オンラインで開催しました。
　自身も猛勉強の末、税理士試験に合格し、めきめきと事業
を成長させたほか、税理士として多くの事業所の経営を見て
きた視点から、小規模事業者が事業を拡大させるためのコツ
等を講演いただき、大変参考になりました。

工業部会

今後の事業予定
　工業部会では人材の確保に関する取
り組みとして、日本ラチーノ学院の生
徒との交流会の開催を予定しています。
　また、部会員の役に立つセミナー等
の実施として、事業
再構築補助金やもの
づくり補助金等の申
請をテーマに事例報
告会をYouTubeラ
イブ配信にて開催予
定です。

①�11月18日(木)�
『商家の成功の秘訣～近江商人
の育て方～』セミナーを開催

　東近江市能登川博物館の上平千
恵主幹を講師に招き、SDGｓの先
駆者である近江商人について、基
礎教育、価値観、社会事業等の話し
が聞け、商いの精神について学ぶ
ことができました。

②�12月1日(水)�
『米袋からつくるエコバッグ＆
ぴっかりさんのランチ、を楽しむ』

　女性部の役員がSDGｓを実践
するということで、米袋からエコ
バッグを作ったり、野菜くずを出
さないエコクッキングなどを学ぶ
ことができ、大変有意義な時間で
した。

③�12月17日(金)�
『Food�Day25贈呈式』

　東近江市社会福祉協議会が年末
に実施している「Food Day25」
に協力し、困っている方の生活支
援活動として、レトルト食費や缶
詰等たくさんの支援物資を贈呈し
ました。

商業部会

第1弾「インボイス制度」対策セミナーを開催
　商業部会では、令和5年10月1日よりはじまる消費税
の軽減税率制度・適格請求書等保存方式（インボイス制
度）に先立ち、井上立子税理士を講師に招き、11月19日
㈮・11月26日㈮・12月２日㈭の３日間「インボイス制
度対策セミナー」を開催しました。初めての試みでYouTubeでのオンライン配信を
同時に行い、会場参加とオンライン参加の合計で94名の方に参加いただきました。

　セミナーについては、参加者から「分かりやす
かった」という声もあれば、「制度が複雑で難し
い」という声もいただきました。商業部会では引
き続き、来年以降も第２弾、3弾とインボイス制
度に対するセミナーを行う予定です。

サービス業部会

『東近江市の魅力再発見ツアー』開催
　サービス業部会では、令和３年12
月７日㈫に『東近江市の魅力再発見
ツアー』と題し、東近江市五個荘金堂
地区の町なみと近江商人屋敷２館

（外村繁・中江準五郎）を視察しまし
た。また、東近江市観光物産課栗田課長を講師にお招きし、

「五個荘金堂地域における歴史的資源を活用した観光まちづ
くり」についてご講演いただきました。
　本ツアーを実施することで、近江商人の当時の暮らしや
ルーツ及び東近江市の観光ま
ちづくりへの取組みを知るこ
とができました。この学びを
今後の商売に活かすことで、
事業の発展や地域の活性につ
なげていきます。

建設業部会

建設業向け「インボイス制度」
対策セミナーを開催

　建設業部会では、令和5年
10月1日からはじまる消費
税の軽減税率制度・適格請
求書等保存方式(インボイス制度)に先立ち、井上立子税理士
を講師に招き、下記の日程で対策セミナーを開催しました。
You Tube でのオンライン配信を同時に行い、会場参加とオ

ンライン参加の合計で62名の方に参加い
ただきました。
　建設業では、特に当制度は関係する事業者
が多く、これからの経営を左右しかねません
ので、当部会では引続き、様々な機会を通じ
てインボイス制度の周知に努めていきます。

令和３年12月3日(金)　17時30分～19時00分　
湖東コミュニティセンター
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お知らせコーナー

　東近江市商工会では、確定申告の個別相談会を実施します。
　各会場の相談日は、下記の日程となります。新型コロナウイルス感染症対策のため、事前予約された方のみ対応させ
ていただきますので、電話等で必ず事前予約をお願いします。また、発熱がある場合は、来場をご遠慮ください。
　相談にお越しいただく際は、確定申告に必要な書類を忘れずにお持ちください。初めて確定申告される場合等で、確
定申告に必要な書類等わからないことがありましたら、東近江市商工会までお問い合わせください。

令和3年度 確定申告相談窓口開設日程表

開催日 曜日 東近江市商工会
(市役所湖東支所)

蒲生
コミセン

永源寺
コミセン

五個荘
コミセン

能登川
コミセン

2月14日 月 ○ ○ ○
2月15日 火 ○ ○ ◎
2月16日 水 ◎ ○ ◎
2月17日 木 ○ ○
2月18日 金 ○ ○ ◎
2月21日 月 ○ ◎ ◎
2月22日 火 ◎ ◎ ◎
2月24日 木 ○ ○ ○
2月25日 金 　◎農 ◎
2月28日 月 ○ ○ ◎

令和３年分の確定申告相談のご案内

【お問い合わせ先】
　　　　　　　滋賀労働局賃金室 大津市打出浜14-15 電話：077-522-6654
　　　　　　　東近江労働基準監督署 東近江市八日市緑町8-14 電話：0748-22-0394

【支援策について】
　　　　　　　滋賀労働局雇用環境・均等室 大津市打出浜14-15 電話：077-523-1190

【地域別(滋賀県)最低賃金】
令和３(2021)年10月１日　発効

改正前最低賃金
(時間額)

改正最低賃金
(時間額) 引上額 引上率

868円 896円 28円 3.23％

【特定(産業別)最低賃金】
令和３(2021)年12月30日　発効

業種 改正前最低賃金
(時間額)

改正最低賃金
(時間額) 引上額 引上率

窯業・土石製品製造業 924円 942円 18円 1.95％
一般機械器具製造業 933円 953円 20円 2.14％

精密・電気機械器具製造業 917円 939円 22円 2.40％
自動車・同付属品製造業 936円 957円 21円 2.24％

※ 地域別最低賃金と特定（産業別）最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払
わなければなりません。

※ 法に定める最低賃金以上の賃金をすでにお支払いの中小企業・小規模事業者で、事業場内の最も低い賃金をさらに
引き上げようとお考えの場合は各種支援策もあります。

最低賃金改正のお知らせ　～令和3(2021)年10月以降、下記の通り引き上げられています～

※時間は、午前９時30分～午後４時（最終受付　午後３時）です。
※○・◎印は、決算及び確定申告個別相談開催日、◎は税理士対応日です。

開催日 曜日 東近江市商工会
(市役所湖東支所)

蒲生
コミセン

永源寺
コミセン

五個荘
コミセン

能登川
コミセン

３月 １日 火 ◎ ○ ◎ ◎
３月 ２日 水 ◎ ◎ ◎
３月 ３日 木 　◎農 ◎ ◎
３月 ４日 金 ◎ ○ ○ ◎
３月 ７日 月 ◎ ○ ◎
３月 ８日 火 ◎ ◎ ◎
３月 ９日 水 ○ ○ ◎
３月10日 木 ◎ ○ ○ ◎
３月11日 金 ○ ○ ◎
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　令和４年１月１日から
電子帳簿保存法の改正
が行われ、帳簿書類等
を電子的に保存する際の
手続きについて、抜本的
な見直しがなされました。

　①電子帳簿等保存、②スキャナ保存、③電子取引に関するデータ保存の改正で、今回は多くの事業者に関係してくる
電子取引に関するデータ保存について解説します。
　これまでは、インターネットや電子メールによる取引等の電子取引にかかる書類の書面による保存が認められていまし
たが、令和4年１月１日からはデータでの保存が義務付けられました。ただし、令和5年12月31日までに行う電子取引に
ついては、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できれば差し支えないこ
ととなりました。（事前申請等は不要です。令和6年1月からは電子データの保存が必要です。）

電子取引とは
　取引において授受する注文書、契約書、領収書、見積書等に通常記載される取引情報を電磁的方式により授受する
取引をいいます。主な電子取引には下記のようなものが電子取引にあたります。
　・電子メールにより請求書や領収書等のデータ（PDFファイル等）を受領
　・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ
　・電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
　・ クレジットカードの利用明細データ、交通系ＩＣカードによる支払データ、スマートフォンアプリに

よる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

電子取引の保存要件
　電子取引の保存要件として、「真実性の確保（保存されたデータが改ざんされていないこと）」と「可
視性の確保（保存されたデータを検索・表示できること）」の２つを満たす必要があります。

　その他の改正内容の詳細等については、国税庁ホームページに掲載されていますので右記QRコード
からご確認いただけます。（下記オンライン配信もご覧ください。）

電子帳簿保存法の改正について

スキャン・読み取り

（電子メール等で）

授 受

ネット上からダウンロード

受 領

（会計ソフト等で）

電子的に作成した帳簿

①電子帳簿等保存
（電子的に作成した帳簿・

書類をデータのまま保存）

②スキャナ保存
（紙で受領・作成した書類を

画像データで保存）

③電子取引
（電子的に授受した取引

情報をデータで保存）

電子的に作成した

国税関係書類

処理番号 利用日 利用金額 名目

J00000000001 2020/04/01 5,000 ○○○
J00000000002 2020/04/01 3,000 ×××

J00000000003 2020/04/02 4,000 △△△

取引先 自社

取引情報

Q: そもそも電子帳簿保存法とは、
どのようなものですか?

～ 電子帳簿保存法上の区分 （イメージ）～

A: 各税法で原則紙での保存が義務づけられ
ている帳簿書類について一定の要件を満たし
た上で電磁的記録（電子データ）による保
存を可能とすること及び電子的に授受した取
引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保

存は、大きく右の３種類に区分されています。

電子帳簿保存法とは

＜インボイスセミナー＞　
　当会では、令和３年１１月～１２月に井上立子税理士を講師に招き、商業部会及び建設業部会の事業としてインボイス
セミナーを開催しました。
　この時のセミナーの模様を、オンラインにて令和４年３月末までご視聴いただけるようにしましたので、視聴用のＵＲＬ
及びＱＲコードより、ぜひご覧ください。

＜電子帳簿保存法の改正について＞
講師　小川宗彦税理士　　配信期間　１月28日～３月31日
https://youtu.be/_XxMxofTy6s

東近江市商工会セミナーオンライン配信のお知らせ

【商業部会版インボイスセミナー】
https://youtu.be/jC34o7N44EE

【建設業部会版インボイスセミナー】
https://youtu.be/ukS-Q54e8mU
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No 企業名 代表者名 支部 事業内容
1 OREO 河原　沙織 蒲　生 トリミング
2 Cocolira 田邊　智子 蒲　生 エステ・化粧品販売
3 インテリアスペースU 上田　宏也 蒲　生 内装業
4 かなトレ 奥野　加奈恵 蒲　生 姿勢トレーニング　他
5 かとー家 加藤　由里 蒲　生 コーヒー販売・ヨガ
6 まな部設備 山部　学 蒲　生 配管設備
7 B.Reborn 森田　勇輝 五個荘 カーディテイリング
8 アロマヒーリングサロン～エナジー～ 田中　麻世 五個荘 リラクゼーションサロン
9 F-NEXT 藤野　智幸 五個荘 広告業等
10 葭葺　坊野 坊野　康之 五個荘 茅葺屋根工事
11 ツチダ開発株式会社 土田　安子 五個荘 産業廃棄物処理
12 脱毛サロン　eclat 熊木　しのぶ 五個荘 脱毛サロン
13 サニー税理士事務所 小森　俊 能登川 税理士
14 カトー建工 加藤　直 能登川 建設業
15 有限会社　米定 川島　圭三 能登川 飲食業
16 整体院　月の虹 川瀬　恵美 能登川 整体院
17 タイス整体　匠院 西村　仁 能登川 整体院
18 小菅一也建築設計事務所 小菅　一也 能登川 建築設計
19 浅居　笑 愛　東 フリーアナウンサー
20 株式会社　絆 田村　光徳 愛　東 イチゴ生産・販売
21 株式会社　デンキヤドットコム 盛元　日出男 愛　東 電気工事業
22 GLASS　HOUSE 澤村　心 湖　東 自動車販売業
23 cocochi 村山　浩士 湖　東 美容業
24 金子左官 金子　昌己 湖　東 左官業
25 安達工務店 安達　孝司 湖　東 建築大工

新規加入紹介（10月〜）

～新型コロナウイルス感染症に関する「入院」について～

・「けが+病気」補償
　月額2,000円～＋1,000円付加で
病気による補償。

・「トータルがん」補償
　月額3,000円～の掛金で、がんだけでなく、
がん以外のけが・病気も補償。

　新型コロナウイルス感染症の治療であっても、福祉共済「医療特約」および
「トータルがん」の補償対象となります。
　福祉共済は、掛け捨て保険であり、途中解約しても損はほとんどありません。
新型コロナウイルス感染症が拡大しているこの時期に、事業者と従業員・家族
を守るため、万が一の補償を見直されてはいかがでしょうか。

福祉共済からのお知らせ

プ
ラ
ン
例

詳
し
く
は
こ
ち
ら
を

ス
キ
ャ
ン
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小規模企業経営者のための退職金制度

小規模企業共済

１
ポイ
ント

２
ポイ
ント

３
ポイ
ント

経営者のための退職金制度
小規模企業共済は小規模企業の経営者がリタイアに備えて、準備
するための退職金制度。個人事業主や社長だけでなく、役員や個
人事業主の共同経営者も入れて、加入者は全国で147万人。

掛金は全額所得控除で高い節税効果
月々の掛金は1,000～70,000円で自由に設定でき、負担にな
らない額から始められます。掛金の全額を所得控除でき、高い節
税効果があります。

共済金は受け取る時も
税制メリット
共済金を一括で受け取る時は「退
職金扱い」、分割で受け取る時は、
「公的年金等の雑所得扱い」。受取
時も税制メリットがあります。

QRコードを読み取り、加入シュミ
レーションを使って、将来受け取れ
る金額と節税効果を実感しよう!!

7



事業所紹介コーナー

住　所 〒529-1535 東近江市上南町420-2
T E L 0748-55-3570
営業時間 8：00～18：00（都合により変更あり）
定休日 不定休

明るい店内でゆったりとした時間を
お過ごしいただけます。
洋食を中心に本格的な
メニューを多数ご用意
しています。
是非、当店へ足をお運び
ください。

カフェレスト 赤い屋根

・モーニングメニュー　
・ランチメニュー
・デザート　
・手づくりパン
 （テイクアウトできます）

オススメメニュー

蒲生支部

 「アイマートに買い物に行くと、お友達にも出会え、たまに一
緒に交流スペースでお茶でも。」「弁当や惣菜の品数も豊富
になり、選ぶ楽しみも増えました(^^♪」そんな皆さんの声を
励みに、アイマートはさらに皆さんの暮らしを豊かにする場と
するため頑張ります! 暮らしのおそばに、アイマートを!

住  所 東近江市市ヶ原町108-2
T E L 0749-46-0466
Open 9:00～19:00(月～土曜日) 　9:00～17:30(日曜日)

毎週土曜日限定販売

★小さなまちの
美味しいものを
提供しています

愛東支部

びわ湖の水源、東近江市奥永源寺地域で

600 年以上守り継がれる政所茶は、

産地全体で無農薬無化学肥料栽培を行い、

日本茶の原風景を今に伝える産地の銘茶です。

茶縁むすび

東近江市政所町966
E-mail：cha.en.musubi@gmail.com

永源寺支部

住　所 東近江市垣見町999（能登川から徒歩5分）
営業時間　17：00～ 22：00
定休日 水曜日
T E L 0748-42-0184　

はまや
居酒屋

能登川支部

湖東支部

※この広告欄は、会員事業所の PR・お知らせ等にご利用下さい。

　時のたつのは早いもので、令和２年も半年が過ぎようとしています。年のはじめの豪華客船ダイヤモンドプリンセス号からはじ

まった新型コロナウイルス感染症による肺炎の拡大により、世界中がパンデミックとなり今だに収束の時が見えません。その影響

は我々にも大きくあり、感染拡大に係る経営支援を求め、１人１人が、皆が協力しあってこの国難を乗り越えましょう。

編 集 後 記

問　　題　春過ぎて爽やかな季節となり、新型コロナウイルス感染症の影響で外に出られ
ない日々が続きました。間もなく梅雨に入るこの頃、まわりの景色を見ると咲
く花の季節もすっかり変っています。しっとりと降る雨に似合う花、外国名はハ
イドランジアと言います。時間がたつにつれ、花の色が変わり、秋色になった花
も味があります。その花の名前はあじさい。さて漢字で書くと○○○です。

応募方法　・クイズの答え
　　　　　・ご希望の店名（広告掲載の６店舗から選んでください。）
　　　　　・郵便番号　住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、官製

ハガキ又はFAXで応募してください。

発行人：東近江市商工会　東近江市池庄町 505 番地　TEL.0749−45−5077

応募締切　2020年８月31日（月）必着

送 り 先　〒527-0113
　　　　　東近江市池庄町505番地
　　　　　東近江市商工会　広報係　宛
　　　　　FAX　0749-45-5088
・商品券の発送をもって当選者の発表と
させて頂きます。
・抽選の結果、お店はご希望に添えない
ことがあります。
・個人情報は、抽選の目的以外は使用し
ません。

読者プレゼントクイズ
商品券3,000円分を12名様にプレゼント

第30号読者プレゼントクイズ 問題 答え

お願い 住所、社名、代表者など変更があれば事務局までお知らせください。

13m
1991年に「能登川水車とカヌーランド」のシンボルとして
復活した大水車の直径は何メートルでしょうか？

　自家製甘麹を使用した体に優しいサンドイッチと
麹チーズケーキのお店です。
　東近江市内では、主に梵釈寺（東近江市蒲生岡本町）に出店していますが、
他地域への出店も行っていますので、インスタより出店情報をご確認くだ

さい。
　今後も出店場所を増やしていきたいと
思いますので、お声掛けください。

キッチンカー

namu/namu

営 業 時 間　11:00～ 15:00
インスタDM　@namu_namu_sandwich

五個荘支部

　自動車の加害事故では、お見舞費用や香典料など多額の自己負担が必要になる
場合がありますので、ご加入中の任意保険だけでは不十分かもしれません。
　当共済では、こうした相手へ支払う費用の経済的負担を幅広くサポートし、事業
継続のリスクへの備えとしていただけます。また、契約者側である、あなたやご
家族、従業員の方の運転中のケガなどの補償にもご活用いただけます。

補償内容：死亡・後遺障害・入通院共済
✓ ご加入中の任意保険とは関係なくお支払いします。
✓ すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
✓  掛金は、年齢・性別を問わず車種ごとに一律です。 

（軽自動車5,500円、普通自動車10,000円）
✓ 事業で使用している車両の掛金は、経費にできます。

自動車事故費用共済 ～人身事故に
　もうひとつの安心を～

詳
し
い
補
償
内
容
は

こ
ち
ら

　Higashiomi商工会報№38号をお読みいただきありがとうございます。
　一昨年より出始めた新型コロナウイルスは変異を続け、さらなる猛威をふるい我々の生活を制限して
います。このような中で、会員の皆様に興味を持って読んでいただけるように、広報委員一同が見やすい
紙面づくりに努めてまいります。今年も皆様にとって実り多き一年になりますよう、お祈りします。�（K．M）

編 集 後 記


